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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】スマートフォンなどの処理能力を活用し、その
処理結果を表示する画面の予め定められた一部をＨＭＤ
に表示できるシステムを提供する。
【解決手段】縦長の画像データ２３は、横長の出力画像
データ３１にされて出力部２４から出力される。縦長の
出力画像データ２３の一部は、重複表示領域２５となっ
ている。この重複表示領域２５が、ヘッドマウントディ
スプレイ（ＨＭＤ）６にて表示される領域である。変換
装置４は、横長の出力画像データ３１を受けて、これを
ＨＤＭＩデータに変換し、縦長の画像データ２３に対応
する中央部分３３を特定する。さらに、この中央部分３
３から、縦長の画像データ２３の重複表示領域２５に対
応する、重複表示領域３５を抽出する。変換装置は、抽
出した重複表示領域３５のデータを、ＨＭＤ６のための
ＨＭＤ表示データ４１として出力する。ＨＭＤ６は、受
信したＨＭＤ表示データ４１を表示する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチ入力可能なタッチディスプレイと、前記タッチディスプレイに表示される縦長の
表示データを、横長のＨＭＤ画面に対応する外部出力表示データとして出力する出力部と
を備えた携帯端末装置と、
　前記出力部からの外部出力表示データを受けて、ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ
）に表示するための横長のＨＭＤ表示データを生成する変換装置と、
　前記変換装置に接続され、ＨＭＤ表示データを受け取って表示するヘッドマウントディ
スプレイと、
　を備えた連携表示システムにおいて、
　前記タッチディスプレイの所定の一部領域であって、前記横長のＨＭＤ画面に対応する
一部領域を重複表示領域とし、
　前記変換装置は、受け取った外部出力表示データの中央部に含まれる前記縦長の表示デ
ータに対応する領域のうち、前記重複表示領域の表示データを抽出してＨＭＤ表示データ
を生成することを特徴とする連携表示システム。
【請求項２】
　タッチディスプレイに表示される縦長の表示データを、横長のＨＭＤ画面に対応する外
部出力表示データとして出力する携帯端末装置からの外部出力表示データを受けて、ヘッ
ドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）に表示するための横長のＨＭＤ表示データを生成する
変換装置において、
　前記タッチディスプレイの所定の一部領域であって、前記横長のＨＭＤ画面に対応する
一部領域を重複表示領域とし、
　前記変換装置は、受け取った外部出力表示データの中央部に含まれる前記縦長の表示デ
ータに対応する領域のうち、前記重複表示領域の表示データを抽出してＨＭＤ表示データ
を生成することを特徴とする変換装置。
【請求項３】
　請求項１の連携表示システムまたは請求項２の変換装置において、
　前記携帯端末装置は、前記タッチディスプレイの縦長表示または横長表示の切替手段を
、縦長の表示に固定する固定手段を備えていることを特徴とする連携表示システムまたは
変換装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかの連携表示システムまたは変換装置において、
　前記携帯端末装置のタッチディスプレイにおいて、前記重複表示領域には、タッチ入力
のための表示を行わないようにしたことを特徴とする連携表示システムまたは変換装置。
【請求項５】
　タッチ入力可能なタッチディスプレイと、
　前記タッチディスプレイに表示される縦長の表示データを、横長のＨＭＤ画面に対応す
る外部出力表示データとして出力する出力手段と、
　前記出力手段からの外部出力表示データを受けて、ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭ
Ｄ）に表示するための横長のＨＭＤ表示データを生成する変換手段と、
　を備えた携帯端末装置において、
　前記タッチディスプレイの所定の一部領域であって、前記横長のＨＭＤ画面に対応する
一部領域を重複表示領域とし、
　前記変換手段は、受け取った外部出力表示データの中央部に含まれる前記縦長の表示デ
ータに対応する領域のうち、前記重複表示領域の表示データを抽出してＨＭＤ表示データ
を生成することを特徴とする携帯端末装置。
【請求項６】
　コンピュータによって変換手段を実現するための変換プログラムであって、コンピュー
タを、
　タッチディスプレイに表示される縦長の表示データを、横長のＨＭＤ画面に対応する外
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部出力表示データとして出力する出力手段からの外部出力表示データを受けて、ヘッドマ
ウントディスプレイ（ＨＭＤ）に表示するための横長のＨＭＤ表示データを生成する変換
手段として機能させるための変換プログラムにおいて、
　前記タッチディスプレイの所定の一部領域であって、前記横長のＨＭＤ画面に対応する
一部領域を重複表示領域とし、
　前記変換手段は、受け取った外部出力表示データの中央部に含まれる前記縦長の表示デ
ータに対応する領域のうち、前記重複表示領域の表示データを抽出してＨＭＤ表示データ
を生成することを特徴とする変換プログラム。
【請求項７】
　請求項５の装置または請求項６のプログラムにおいて、
　前記変換手段は、前記タッチディスプレイの縦長表示または横長表示の切替手段を、縦
長の表示に固定することを特徴とする装置またはプログラム。
【請求項８】
　請求項５～７のいずれかの装置またはプログラムにおいて、
　前記携帯端末装置のタッチディスプレイにおいて、前記重複表示領域には、タッチ入力
のための表示を行わないようにしたことを特徴とする装置またはプログラム。
【請求項９】
　タッチ入力可能なタッチディスプレイと、前記タッチディスプレイに表示される表示デ
ータを、外部出力表示データとして外部に出力する出力部とを備えた携帯端末装置と、
　前記出力部からの外部出力表示データを受けて、ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ
）に表示するためのＨＭＤ表示データを生成する変換装置と、
　前記変換装置に接続され、ＨＭＤ表示データを受け取って表示するヘッドマウントディ
スプレイと、
　を備えた連携表示システムにおいて、
　前記タッチディスプレイの所定の一部領域であって、前記ＨＭＤ画面に対応する一部領
域を重複表示領域とし、
　前記変換装置は、接続された携帯端末装置の機種とヘッドマウントディスプレイの機種
の組み合わせに基づいて、前記外部出力表示データを前記ＨＭＤ表示データに変換するこ
とを特徴とする連携表示システム。
【請求項１０】
　タッチディスプレイに表示される表示データを、外部出力表示データとして出力する携
帯端末装置からの外部出力表示データを受けて、ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）
画面に表示するためのＨＭＤ表示データを生成する変換装置において、
　前記タッチディスプレイの所定の一部領域であって、前記ＨＭＤ画面に対応する一部領
域を重複表示領域とし、
　前記変換装置は、接続された携帯端末装置の機種とヘッドマウントディスプレイの機種
の組み合わせに基づいて、前記外部出力表示データを前記ＨＭＤ表示データに変換するこ
とを特徴とする変換装置。
【請求項１１】
　請求項９のシステムまたは請求項１０の装置において、
　接続される携帯端末装置の機種またはヘッドマウントディスプレイの機種の一方が予め
定まっている場合には、他方に基づいて、前記外部出力表示データを前記ＨＭＤ表示デー
タに変換することを特徴とするシステムまたは装置。
【請求項１２】
　請求項９～１１のシステムまたは装置において、
　前記携帯端末装置の機種とヘッドマウントディスプレイの機種の組み合わせによって、
　前記表示データが、縦長表示のためのデータとなり、前記外部出力表示データが、その
中央部に前記縦長の表示データを含む、全体として横長のＨＭＤ画面に対応するものとな
る場合には、
　前記変換装置は、受け取った外部出力表示データの中央部に含まれる前記縦長の表示デ
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ータに対応する領域のうち、前記重複表示領域の表示データを抽出してＨＭＤ表示データ
を生成することを特徴とするシステムまたは装置。
【請求項１３】
　タッチ入力可能なタッチディスプレイと、
　前記タッチディスプレイに表示される表示データを、外部出力表示データとして外部に
出力する出力手段と、
　前記出力手段からの外部出力表示データを受けて、ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭ
Ｄ）に表示するためのＨＭＤ表示データを生成する変換手段と、
　を備えた携帯端末装置において、
　前記タッチディスプレイの所定の一部領域であって、前記ＨＭＤ画面に対応する一部領
域を重複表示領域とし、
　前記変換手段は、接続された携帯端末装置の機種とヘッドマウントディスプレイの機種
の組み合わせに基づいて、前記外部出力表示データを前記ＨＭＤ表示データに変換するこ
とを特徴とする携帯端末装置。
【請求項１４】
　コンピュータによって変換手段を実現するための変換プログラムであって、コンピュー
タを、
　前記タッチディスプレイに表示される表示データを、外部出力表示データとして外部に
出力する出力手段からの外部出力表示データを受けて、ヘッドマウントディスプレイ（Ｈ
ＭＤ）に表示するためのＨＭＤ表示データを生成する変換手段として機能させるための変
換プログラムにおいて、
　前記タッチディスプレイの所定の一部領域であって、前記ＨＭＤ画面に対応する一部領
域を重複表示領域とし、
　前記変換手段は、接続された携帯端末装置の機種とヘッドマウントディスプレイの機種
の組み合わせに基づいて、前記外部出力表示データを前記ＨＭＤ表示データに変換するこ
とを特徴とする変換プログラム。
【請求項１５】
　請求項１３の装置または請求項１４のプログラムにおいて、
　接続される携帯端末装置の機種またはヘッドマウントディスプレイの機種の一方が予め
定まっている場合には、他方に基づいて、前記外部出力表示データを前記ＨＭＤ表示デー
タに変換することを特徴とする装置またはプログラム。
【請求項１６】
　請求項１３～１５の装置またはプログラムにおいて、
　前記携帯端末装置の機種とヘッドマウントディスプレイの機種の組み合わせによって、
　前記表示データが、縦長表示のためのデータとなり、前記外部出力表示データが、その
中央部に前記縦長の表示データを含む、全体として横長のＨＭＤ画面に対応するＨＤＭＩ
データとなる場合には、
　前記変換装置は、受け取ったＨＤＭＩデータの中央部に含まれる前記縦長の表示データ
に対応する領域のうち、前記重複表示領域の表示データを抽出してＨＭＤ表示データを生
成することを特徴とする装置またはプログラム。
【請求項１７】
　タッチ入力可能なタッチディスプレイと、前記タッチディスプレイに表示される表示デ
ータを、外部出力表示データとして外部に出力する出力部とを備えた携帯端末装置と、
　前記出力部からの外部出力表示データを受けて、ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ
）に表示するためのＨＭＤ表示データを生成する変換装置と、
　前記変換装置に接続され、ＨＭＤ表示データを受け取って表示するヘッドマウントディ
スプレイと、
　を備えた連携表示システムにおいて、
　前記タッチディスプレイの所定の一部領域であって、前記ＨＭＤ画面に対応する一部領
域を重複表示領域とし、
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　前記携帯端末装置は、初期設定時に、前記重複表示領域とそれ以外の領域とを区別可能
な初期設定用表示データを生成し、これに対応する初期設定用外部出力表示データを出力
し、
　前記変換装置は、初期設定時に、前記初期設定用外部出力表示データを受けて、当該デ
ータ中の重複表示領域を認識して、外部出力表示データからＨＭＤ表示データへの変換手
順を確立することを特徴とする連携表示システム。
【請求項１８】
　タッチディスプレイに表示される表示データを、外部出力表示データとして外部に出力
する携帯端末装置からの外部出力表示データを受けて、ヘッドマウントディスプレイ（Ｈ
ＭＤ）に表示するためのＨＭＤ表示データを生成する変換装置において、
　前記タッチディスプレイの所定の一部領域であって、前記ＨＭＤ画面に対応する一部領
域を重複表示領域とし、
　前記携帯端末装置は、初期設定時に、前記重複表示領域とそれ以外の領域とを区別可能
な初期設定用表示データを生成し、これに対応する初期設定用外部出力表示データを出力
し、
　前記変換装置は、初期設定時に、前記初期設定用外部出力表示データを受けて、当該デ
ータ中の重複表示領域を認識して、外部出力表示データからＨＭＤ表示データへの変換手
順を確立することを特徴とする変換装置。
【請求項１９】
　タッチ入力可能なタッチディスプレイと、前記タッチディスプレイに表示される表示デ
ータを、外部出力表示データとして外部に出力する出力部とを備え、変換装置を介してヘ
ッドマウントディスプレイにＨＭＤ表示データを表示させる携帯端末装置であって、
　前記タッチディスプレイの所定の一部領域であって、前記ＨＭＤ画面に対応する一部領
域を重複表示領域とし、
　前記変換装置において、外部出力表示データからＨＭＤ表示データへの変換手順を確立
できるように、前記携帯端末装置は、初期設定時に、前記重複表示領域とそれ以外の領域
とを区別可能な初期設定用表示データを生成し、これに対応する初期設定用外部出力表示
データを前記変換装置に出力することを特徴とする携帯端末装置。
【請求項２０】
　タッチ入力可能なタッチディスプレイと、前記タッチディスプレイに表示される表示デ
ータを、外部出力表示データとして外部に出力する出力部とを備え、変換装置を介してヘ
ッドマウントディスプレイにＨＭＤ表示データを表示させる携帯端末装置をコンピュータ
によって実現するためのプログラムであって、
　前記タッチディスプレイの所定の一部領域であって、前記ＨＭＤ画面に対応する一部領
域を重複表示領域とし、
　コンピュータを、前記変換装置において、外部出力表示データからＨＭＤ表示データへ
の変換手順を確立できるように、前記携帯端末装置は、初期設定時に、前記重複表示領域
とそれ以外の領域とを区別可能な初期設定用表示データを生成し、これに対応する初期設
定用外部出力表示データを前記変換装置に出力するよう機能させるためのプログラム。
【請求項２１】
　タッチ入力可能なタッチディスプレイと、
　前記タッチディスプレイに表示される表示データを、外部出力表示データとして外部に
出力する出力手段と、
　前記出力手段からの外部出力表示データを受けて、ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭ
Ｄ）に表示するためのＨＭＤ表示データを生成する変換手段と、
　を備えた携帯端末装置において、
　前記タッチディスプレイの所定の一部領域であって、前記ＨＭＤ画面に対応する一部領
域を重複表示領域とし、
　前記携帯端末装置は、初期設定時に、前記重複表示領域とそれ以外の領域とを区別可能
な初期設定用表示データを生成し、これに対応する初期設定用外部出力表示データを出力
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し、
　前記変換手段は、初期設定時に、前記初期設定用外部出力表示データを受けて、当該デ
ータ中の重複表示領域を認識して、外部出力表示データからＨＭＤ表示データへの変換手
順を確立することを特徴とする携帯端末装置。
【請求項２２】
　コンピュータによって変換手段を実現するための変換プログラムであって、コンピュー
タを、
　タッチディスプレイに表示される表示データを、外部出力表示データとして外部に出力
する出力手段からの外部出力表示データを受けて、ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ
）に表示するためのＨＭＤ表示データを生成する変換手段として機能させるための変換プ
ログラムにおいて、
　前記タッチディスプレイの所定の一部領域であって、前記ＨＭＤ画面に対応する一部領
域を重複表示領域とし、
　初期設定時に、前記重複表示領域とそれ以外の領域とを区別可能な初期設定用表示デー
タを生成し、これに対応する初期設定用外部出力表示データを出力し、
　前記変換手段は、初期設定時に、前記初期設定用外部出力表示データを受けて、当該デ
ータ中の重複表示領域を認識して、外部出力表示データからＨＭＤ表示データへの変換手
順を確立することを特徴とする変換プログラム。
【請求項２３】
　表示部に表示するための画面データを生成する画面データ生成手段と、
　音声データを受けて、対応する命令を認識する命令認識手段と、
　認識した命令を実行する命令実行手段と、
　を備えた音声認識装置において、
　前記画面データ生成手段は、当該画面において受付可能な命令に対応する音声データの
テキストを含む画面データを生成し、
　前記命令認識手段は、前記受付可能な命令の中から、音声データに対応する命令を選択
して認識することを特徴とする音声認識装置。
【請求項２４】
　音声認識装置をコンピュータによって実現するための音声認識プログラムであって、コ
ンピュータを、
　表示部に表示するための画面データを生成する画面データ生成手段と、
　音声データを受けて、対応する命令を認識する命令認識手段と、
　認識した命令を実行する命令実行手段として機能させるための音声認識プログラムにお
いて、
　前記画面データ生成手段は、当該画面において受付可能な命令に対応する音声データの
テキストを含む画面データを生成し、
　前記命令認識手段は、前記受付可能な命令の中から、音声データに対応する命令を選択
して認識することを特徴とする音声認識プログラム。
【請求項２５】
　表示部に表示するための画面データを生成する画面データ生成手段と、
　音声データを受けて、対応する命令を認識する命令認識手段と、
　認識した命令を実行する命令実行手段と、
　を備えた音声認識装置において、
　前記画面データ生成手段は、入力された音声データの音声波形を、命令認識手段が認識
可能なレベルの目安となるラインとともに示すことを含む画面データを生成することを特
徴とする音声認識装置。
【請求項２６】
　音声認識装置をコンピュータによって実現するための音声認識プログラムであって、コ
ンピュータを、
　表示部に表示するための画面データを生成する画面データ生成手段と、
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　音声データを受けて、対応する命令を認識する命令認識手段と、
　認識した命令を実行する命令実行手段として機能させるための音声認識プログラムにお
いて、
　前記画面データ生成手段は、入力された音声データの音声波形を、命令認識手段が認識
可能なレベルの目安となるラインとともに示すことを含む画面データを生成することを特
徴とする音声認識プログラム。
　
　
　
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、スマートフォンなどの表示機能を有する機器と、ヘッドマウントディスプ
レイとを連携して表示する連携表示システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　スマートフォンなどの機器においては、タッチスクリーン・ディスプレイが採用され、
画面をタッチしながら操作を行うようになっている。このスマートフォンの画像出力に、
ヘッド・マウント・ディスプレイ（ＨＭＤ）を接続すれば、スマートフォンの画面をＨＭ
Ｄに映し出すことができる。
【０００３】
　したがって、スマートフォンの画面にて操作を行い、ＨＭＤにて画面を確認することが
できる。
【０００４】
　このように、スマートフォンなどの表示機能を有する機器と、ＨＭＤとの間で連携した
表示を行うシステムとして、特許文献１、特許文献２のようなシステムが提案されている
。
【０００５】
　特許文献１には、スマートフォンの画面の一部を選択し、選択された範囲の画面をＨＭ
Ｄに表示することが示されている。スマートフォン画面の一部選択は、ユーザによって行
われる。
【０００６】
　特許文献２には、図２０に示すように、携帯情報端末（ＰＤＡ）２００に装着して使用
するホルダ２１０（図の斜線部分）が開示されている。図１９に、その回路ブロックを示
す。ホルダ２１０には、ＨＭＤ２２０が接続される。このＨＭＤ２２０には、ＰＤＡ２０
０からの表示データではなく、ホルダ２１０に装着されたフラッシュメモリカード２１２
からの表示データが表示される。
【０００７】
　図２０に、ＨＭＤ２２０における表示例を示す。フラッシュメモリカード２１２に記録
されていた表示データが表示されている（図中の”ＡＢＣ”）。また、操作のためのカー
ソル２２２や表示切替ボタン２２６、２２８が表示されている。
【０００８】
　ホルダ２１０内に収納されたＰＤＡ２００の液晶パネル２０２はディスプレイとしてで
はなく、カーソル２２２を移動させるためのタッチパッドとして機能する。すなわち、ス
タイラスペン２０１によって、ＨＭＤ２２０のカーソル２２２を移動させることができる
。
【０００９】
　この状態から、カーソル２２２を移動させて、表示切替ボタン２２６をダブルクリック
すると（スタイラスペン２０１によるダブルタップ）、図２１に示すような表示モードと
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なる。表示切替ボタン２２６がクリックされると、ＰＤＡ２００の液晶パネル２０２が上
側領域２０２ａと、下側領域２０２ｂに分離される。ホルダ２１０のフラッシュメモリ２
１２に記録されているＨＭＤ２２０のための表示データは、ＰＤＡ２００の液晶パネル２
０２用に縮小される。縮小された表示データは、ＰＤＡ２００の上側領域２０２ａに表示
される。ＰＤＡ２００の下側領域２０２ｂには、仮想キーボードが表示される。上側領域
２０２ａには、フラッシュメモリ２１２に記録されている表示データだけでなく、仮想キ
ーボードからの入力データも表示されることが記載されているが、その具体的な処理は明
らかにされていない。
【００１０】
　以上のようにして、ＰＤＡ２００の液晶パネル２０２とＨＭＤ２２０との表示連携を行
うことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特許５６３０１４１
【特許文献２】特開２００３－２７９８８１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、スマートフォンの画面データを外部に出力する際、図２２に示すように
、画面全体の構成が対応せずに出力されることが多い。図２２Ａがスマートフォンの画面
データであり、図２２Ｂがスマートフォンから出力された画面データである。スマートフ
ォンの画面が縦長であり、ＨＭＤの画面が横長であることから、図２２Ｂの斜線部が、ス
マートフォンの画面データに対応することになる。
【００１３】
　したがって、スマートフォンなどの画面とＨＭＤの画面の連携を図るためには、このよ
うな画像データの構成の違いを考慮しなければ適切な連携表示を行うことはできない。す
なわち、大きさ変換や縦横回転などを行わなければ適切な連携表示を行うことができない
。
【００１４】
　特許文献１では、上記のような画面構成の違いが考慮されておらず、適切な連携表示を
行えない可能性があった。また、ユーザによってスマートフォン上で選択された画面の一
部分をＨＭＤに表示するようにしているため、いずれの箇所が選択されるかが予め分から
ない。
【００１５】
　このため、スマートフォンにおけるアプリケーションがＨＭＤに表示する領域を決定し
、これに応じた処理を行うことが難しいという問題があった。たとえば、予めスマートフ
ォンの所定の領域を操作用の領域とし、他の領域を操作による結果を表示する領域として
、当該他の領域のみをＨＭＤに表示するようにしたアプリケーションを作成できないとい
う問題があった。
【００１６】
　特許文献２においては、ＰＤＡ２００の側で表示データを生成するのではなく、ホルダ
２１０のフラッシュメモリカード２１２に記録された表示データを、ＨＭＤ２２０に表示
するようにしている。また、ＰＤＡ２００では、この表示データを液晶パネル２０２用に
縮小した上で表示している。
【００１７】
　このように、特許文献２のシステムは、ＰＤＡやスマートフォンの側で生成した表示デ
ータに基づいてＨＭＤ２２０への表示を行うものではない。このため、ＰＤＡやスマート
フォンなどの能力を活用した処理を行い、その処理結果を示す液晶パネル２０２の一部分
をＨＭＤ２２０に表示するという連携を行うことは想定されていなかった。すなわち、Ｐ
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ＤＡやスマートフォンの持つ能力を十分に利用した表示連携システムを提供することがで
きないという問題があった。
【００１８】
　この発明は、上記のような問題点を解決して、ＨＭＤとの画面構成の違いを考慮して適
切な表示連携を行うことのできるシステムを提供することを目的とする。
【００１９】
　また、スマートフォンなどの処理能力を活用し、その処理結果を表示する画面の予め定
められた一部をＨＭＤに表示するようにして、スマートフォンのアプリケーションの開発
が容易となるシステムを提供することを目的とする。
【００２０】
　さらに、音声入力によってコマンドを与える場合に、ご認識を提供できるシステムを提
供することを目的とする。
【００２１】
　この発明は、少なくとも上記のいずれか一つを解決したシステムを提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　この発明の独立して適用可能ないくつかの特徴を以下に列挙する。
【００２３】
(1)(2)この発明に係る連携表示システムは、タッチ入力可能なタッチディスプレイと、前
記タッチディスプレイに表示される縦長の表示データを、横長のＨＭＤ画面に対応する外
部出力表示データとして出力する出力部とを備えた携帯端末装置と、前記出力部からの外
部出力表示データを受けて、ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）に表示するための横
長のＨＭＤ表示データを生成する変換装置と、前記変換装置に接続され、ＨＭＤ表示デー
タを受け取って表示するヘッドマウントディスプレイとを備えた連携表示システムにおい
て、前記タッチディスプレイの所定の一部領域であって、前記横長のＨＭＤ画面に対応す
る一部領域を重複表示領域とし、前記変換装置は、受け取った外部出力表示データの中央
部に含まれる前記縦長の表示データに対応する領域のうち、前記重複表示領域の表示デー
タを抽出してＨＭＤ表示データを生成することを特徴としている。
【００２４】
　したがって、携帯端末装置の機能を利用しながら、その一部画面をＨＭＤに表示して連
携を図ることができる。
【００２５】
(3)この発明に係るシステムは、携帯端末装置が、前記タッチディスプレイの縦長表示ま
たは横長表示の切替手段を、縦長の表示に固定する固定手段を備えていることを特徴とし
ている。
【００２６】
　したがって、携帯端末装置の画面方向に拘わらず、安定した表示連携を行うことができ
る。
【００２７】
(4)この発明に係るシステムは、携帯端末装置のタッチディスプレイにおいて、前記重複
表示領域には、タッチ入力のための表示を行わないようにしたことを特徴としている。
【００２８】
　したがって、無駄の少ない表示連携を実現することができる。
【００２９】
(5)(6)この発明に係る携帯端末装置は、タッチ入力可能なタッチディスプレイと、前記タ
ッチディスプレイに表示される縦長の表示データを、横長のＨＭＤ画面に対応する外部出
力表示データとして出力する出力手段と、前記出力手段からの外部出力表示データを受け
て、ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）に表示するための横長のＨＭＤ表示データを
生成する変換手段とを備えた携帯端末装置において、前記タッチディスプレイの所定の一
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部領域であって、前記横長のＨＭＤ画面に対応する一部領域を重複表示領域とし、前記変
換手段は、受け取った外部出力表示データの中央部に含まれる前記縦長の表示データに対
応する領域のうち、前記重複表示領域の表示データを抽出してＨＭＤ表示データを生成す
ることを特徴としている。
【００３０】
　したがって、変換装置を用いずに表示連携を行うことができる。
【００３１】
(7)この発明に係る携帯端末装置は、変換手段が、前記タッチディスプレイの縦長表示ま
たは横長表示の切替手段を、縦長の表示に固定することを特徴としている。
【００３２】
　したがって、携帯端末装置の画面方向に拘わらず、安定した表示連携を行うことができ
る。
【００３３】
(8)この発明に係る携帯端末装置は、携帯端末装置のタッチディスプレイにおいて、重複
表示領域には、タッチ入力のための表示を行わないようにしたことを特徴としている。
【００３４】
　したがって、無駄の少ない表示連携を実現することができる。
【００３５】
(9)(10)この発明に係る連携表示システムは、タッチ入力可能なタッチディスプレイと、
前記タッチディスプレイに表示される表示データを、外部出力表示データとして外部に出
力する出力部とを備えた携帯端末装置と、前記出力部からの外部出力表示データを受けて
、ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）に表示するためのＨＭＤ表示データを生成する
変換装置と、前記変換装置に接続され、ＨＭＤ表示データを受け取って表示するヘッドマ
ウントディスプレイとを備えた連携表示システムにおいて、前記タッチディスプレイの所
定の一部領域であって、前記ＨＭＤ画面に対応する一部領域を重複表示領域とし、前記変
換装置は、接続された携帯端末装置の機種とヘッドマウントディスプレイの機種の組み合
わせに基づいて、前記外部出力表示データを前記ＨＭＤ表示データに変換することを特徴
としている。
【００３６】
　したがって、携帯端末装置とヘッドマウントディスプレイの機種に応じて、携帯端末装
置の機能を利用しながら、その一部画面をＨＭＤに表示して連携を図ることができる。
【００３７】
(11)この発明に係るシステムは、接続される携帯端末装置の機種またはヘッドマウントデ
ィスプレイの機種の一方が予め定まっている場合には、他方に基づいて、前記外部出力表
示データを前記ＨＭＤ表示データに変換することを特徴としている。
【００３８】
　したがって、機種に応じた適切な表示連携を行うことができる。
【００３９】
(12)この発明に係るシステムは、携帯端末装置の機種とヘッドマウントディスプレイの機
種の組み合わせによって、前記表示データが、縦長表示のためのデータとなり、前記外部
出力表示データが、その中央部に前記縦長の表示データを含む、全体として横長のＨＭＤ
画面に対応するものとなる場合には、前記変換装置は、受け取った外部出力表示データの
中央部に含まれる前記縦長の表示データに対応する領域のうち、前記重複表示領域の表示
データを抽出してＨＭＤ表示データを生成することを特徴としている。
【００４０】
　したがって、携帯端末装置の機能を利用しながら、その一部画面をＨＭＤに表示して連
携を図ることができる。
【００４１】
(13)(14)この発明に係る携帯端末装置は、タッチ入力可能なタッチディスプレイと、前記
タッチディスプレイに表示される表示データを、外部出力表示データとして外部に出力す
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る出力手段と、前記出力手段からの外部出力表示データを受けて、ヘッドマウントディス
プレイ（ＨＭＤ）に表示するためのＨＭＤ表示データを生成する変換手段とを備えた携帯
端末装置において、前記タッチディスプレイの所定の一部領域であって、前記ＨＭＤ画面
に対応する一部領域を重複表示領域とし、前記変換手段は、接続された携帯端末装置の機
種とヘッドマウントディスプレイの機種の組み合わせに基づいて、前記外部出力表示デー
タを前記ＨＭＤ表示データに変換することを特徴としている。
【００４２】
　したがって、携帯端末装置とヘッドマウントディスプレイの機種に応じて、携帯端末装
置の機能を利用しながら、その一部画面をＨＭＤに表示して連携を図ることができる。
【００４３】
(15)この発明に係る装置は、接続される携帯端末装置の機種またはヘッドマウントディス
プレイの機種の一方が予め定まっている場合には、他方に基づいて、前記外部出力表示デ
ータを前記ＨＭＤ表示データに変換することを特徴としている。
【００４４】
　したがって、機種に応じた適切な表示連携を行うことができる。
【００４５】
(16)この発明に係る携帯端末装置は、携帯端末装置の機種とヘッドマウントディスプレイ
の機種の組み合わせによって、前記表示データが、縦長表示のためのデータとなり、前記
外部出力表示データが、その中央部に前記縦長の表示データを含む、全体として横長のＨ
ＭＤ画面に対応するＨＤＭＩデータとなる場合には、前記変換装置は、受け取ったＨＤＭ
Ｉデータの中央部に含まれる前記縦長の表示データに対応する領域のうち、前記重複表示
領域の表示データを抽出してＨＭＤ表示データを生成することを特徴としている。
【００４６】
　したがって、携帯端末装置とヘッドマウントディスプレイの機種に応じて、携帯端末装
置の機能を利用しながら、その一部画面をＨＭＤに表示して連携を図ることができる。
【００４７】
(17)(18)(19)(20)この発明に係る連携表示システムは、タッチ入力可能なタッチディスプ
レイと、前記タッチディスプレイに表示される表示データを、外部出力表示データとして
外部に出力する出力部とを備えた携帯端末装置と、前記出力部からの外部出力表示データ
を受けて、ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）に表示するためのＨＭＤ表示データを
生成する変換装置と、前記変換装置に接続され、ＨＭＤ表示データを受け取って表示する
ヘッドマウントディスプレイとを備えた連携表示システムにおいて、前記タッチディスプ
レイの所定の一部領域であって、前記ＨＭＤ画面に対応する一部領域を重複表示領域とし
、前記携帯端末装置は、初期設定時に、前記重複表示領域とそれ以外の領域とを区別可能
な初期設定用表示データを生成し、これに対応する初期設定用外部出力表示データを出力
し、前記変換装置は、初期設定時に、前記初期設定用外部出力表示データを受けて、当該
データ中の重複表示領域を認識して、外部出力表示データからＨＭＤ表示データへの変換
手順を確立することを特徴としている。
【００４８】
　したがって、携帯端末装置の機種等に拘わらず、自動的にＨＭＤとの表示連携を図るこ
とができる。
【００４９】
(21)(22)この発明に係る携帯端末装置は、タッチ入力可能なタッチディスプレイと、前記
タッチディスプレイに表示される表示データを、外部出力表示データとして外部に出力す
る出力手段と、前記出力手段からの外部出力表示データを受けて、ヘッドマウントディス
プレイ（ＨＭＤ）に表示するためのＨＭＤ表示データを生成する変換手段とを備えた携帯
端末装置において、前記タッチディスプレイの所定の一部領域であって、前記ＨＭＤ画面
に対応する一部領域を重複表示領域とし、前記携帯端末装置は、初期設定時に、前記重複
表示領域とそれ以外の領域とを区別可能な初期設定用表示データを生成し、これに対応す
る初期設定用外部出力表示データを出力し、前記変換手段は、初期設定時に、前記初期設
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定用外部出力表示データを受けて、当該データ中の重複表示領域を認識して、外部出力表
示データからＨＭＤ表示データへの変換手順を確立することを特徴としている。
【００５０】
　したがって、変換装置を用いずとも、携帯端末装置の機種等に拘わらず、自動的にＨＭ
Ｄとの表示連携を図ることができる。
【００５１】
(23)(24)この発明に係る音声認識装置は、表示部に表示するための画面データを生成する
画面データ生成手段と、音声データを受けて、対応する命令を認識する命令認識手段と、
認識した命令を実行する命令実行手段とを備えた音声認識装置において、前記画面データ
生成手段は、当該画面において受付可能な命令に対応する音声データのテキストを含む画
面データを生成し、前記命令認識手段は、前記受付可能な命令の中から、音声データに対
応する命令を選択して認識することを特徴としている。
【００５２】
　したがって、ユーザにとって利用可可能な音声コマンドが明確であり、装置の側におけ
る音声認識での命令の認識が容易である。
【００５３】
(25)(26)この発明に係る音声認識装置は、表示部に表示するための画面データを生成する
画面データ生成手段と、音声データを受けて、対応する命令を認識する命令認識手段と、
認識した命令を実行する命令実行手段とを備えた音声認識装置において、前記画面データ
生成手段は、入力された音声データの音声波形を、命令認識手段が認識可能なレベルの目
安となるラインとともに示すことを含む画面データを生成することを特徴としている。
【００５４】
　したがって、ユーザが音声コマンド入力の際に、適切な発話の大きさを容易に知ること
ができる。
【００５５】
　この発明において、「画像方向固定手段」は、実施形態では、ステップＳ１１やステッ
プＳ３１がこれに対応する。
【００５６】
　「出力部」は、実施形態では、入出力ポート２４がこれに対応する。
【００５７】
　「初期画像出力手段」は、実施形態では、ステップＳ３２がこれに対応する。
【００５８】
　「変換手順確立手段」は、実施形態では、ステップＳ４２、Ｓ４３がこれに対応する。
【００５９】
　「変換手段」は、実施形態では、ステップＳ２がこれに対応する。
【００６０】
　「プログラム」とは、ＣＰＵにより直接実行可能なプログラムだけでなく、ソース形式
のプログラム、圧縮処理がされたプログラム、暗号化されたプログラム等を含む概念であ
る。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】この発明の一実施形態による連携表示システムの全体構成である。
【図２】連携表示システムのシステム構成である。
【図３】スマートフォン２のハードウエア構成である。
【図４】変換装置４のハードウェア構成である
【図５】図５Ａはスマートフォン２の表示画面であり、図５ＢはＨＭＤ６の表示画面であ
る。
【図６】変換プログラムのフローチャートである。
【図７】図７Ａは表示画像データ、図７Ｂは出力画像データ、図７ＣはＨＭＤ画像データ
である。
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【図８】端末プログラムのフローチャートである。
【図９】端末プログラムのフローチャートである。
【図１０】第１の実施形態による連携表示システムを、作業ナビゲーションシステムに応
用した例を示す画面例である。
【図１１】作業ナビゲーションシステムの画面例である。
【図１２】作業ナビゲーションシステムの画面例である。
【図１３】作業ナビゲーションシステムの画面例である。
【図１４】作業ナビゲーションシステムの画面例である。
【図１５】図１５Ａは横画面モードのスマートフォン２から出力される出力画像データ、
図１５ＢはＨＭＤ表示データである。
【図１６】第２の実施形態による連携表示システムの全体構成である。
【図１７】初期設定時のフローチャートである。
【図１８】図１８Ａは初期設定画像データ、図１８Ｂおよび図１８Ｃはその出力画像デー
タである。
【図１９】従来のシステムを示すブロック図である。
【図２０】従来のシステムの動作を示すための図である。
【図２１】従来のシステムの動作を示すための図である。
【図２２】図２２Ａはスマートフォンの表示画像、図２２Ｂは出力画像データの例である
。
【発明を実施するための形態】
【００６２】
１．第１の実施形態
1.1全体構成
　図１に、この発明の一実施形態による連携表示システムの機能ブロック図を示す。携帯
端末装置であるスマートフォン２は、タッチ入力可能なタッチディスプレイ２２を備えて
いる。スマートフォン２は、重力の方向を検知する加速度センサ（図示せず）を備えてお
り、画面の向きに応じて、縦長の画像データ（画面を縦長にした時に適切な方向として表
示される画像データ）と横長の画像データ（画面を横長にした時に適切な方向として表示
される画像データ）を切り替えて表示する。しかし、画像方向固定手段２１により、画面
の向きに拘わらず、縦長の画像データ２３が表示されるモードに固定されている。
【００６３】
　縦長の画像データ２３は、横長の出力画像データ３１にされて出力部２４から出力され
る。横長の出力画像データ３１の中央部分３３が、縦長の画像データ２３に対応している
。また、縦長の出力画像データ２３の一部（この例では上１／３）は、重複表示領域２５
となっている。この重複表示領域２５が、ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）６にて
表示される領域である。
【００６４】
　変換装置４は、横長の出力画像データ３１を受けて、縦長の画像データ２３に対応する
中央部分３３を特定する。さらに、この中央部分３３から、縦長の画像データ２３の重複
表示領域２５に対応する、重複表示領域３５を抽出する。変換装置４は、抽出した重複表
示領域３５のデータを、ＨＭＤ６のためのＨＭＤ表示データ４０として出力する。ＨＭＤ
６は、受信したＨＭＤ表示データ４０を表示する。
【００６５】
　スマートフォン２では、タッチディスプレイ２２の重複表示領域２５の表示はＨＭＤ６
にも表示され、下部領域２７の表示はスマートフォン２のみに表示されることを前提に、
処理プログラムが記述されている。たとえば、下部領域２７に操作ボタンなどを表示する
ことで、これを操作して、入力などを行うことができる。処理結果などは、重複表示領域
２５に表示するように、処理プログラムが記述される。また、ＨＭＤ６には、重複表示領
域２５と同じ内容のＨＭＤ表示データ４１が表示される。
【００６６】
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　したがって、ユーザは、スマートフォン２のタッチディスプレイ２２で操作を行い、結
果をＨＭＤ６に表示させることができる。
　
【００６７】
1.2システム構成・ハードウエア構成
　図２に、この発明の一実施形態による連携表示システムのシステム構成を示す。このシ
ステムは、スマートフォン２、変換器４、ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）６を備
えている。
【００６８】
　スマートフォン２のコネクタ端子（出力ポート２４）には、コネクタ５０によってケー
ブル５２が接続されている。ケーブル５２は、変換器４の入出力ポート４７に接続される
。変換器４の出力は、ＨＭＤ６に与えられる。なお、ＨＭＤ６としては、ウエストユニテ
ィス(株)のpicoLinker（商標）を用いることができる。
【００６９】
　図３に、スマートフォン２のハードウエア構成を示す。ＣＰＵ２０には、メモリ２６、
タッチディスプレイ２２、不揮発性メモリ２８、入出力ポート２４、通信回路３０、マイ
ク３７、スピーカ３９が接続されている。なお、図において、通話回路などは省略してい
る。
【００７０】
　タッチディスプレイ２２は、表示を行うとともに、ユーザの入力を受け付けるものであ
る。入出力ポート２４は、少なくとも出力画像データを出力するためのポートである。iP
hone（商標）であれば、Lightning（商標）コネクタがこれに対応する。Android（商標）
端末であれば、マイクロUSBコネクタがこれに対応する。通信回路３０は、インターネッ
トと通信を行うためのものである。マイク３７は、ユーザの操作を声として取得するため
のものである。スピーカ３９は、ユーザに指示などを出力するためのものである。
【００７１】
　不揮発性メモリ２８には、端末プログラム３２が記録されている。この端末プログラム
３２は、通信回路３０を介して、インターネット上のウエブサイトからダウンロードした
ものである。
【００７２】
　図４に、変換器４のハードウエア構成を示す。ＣＰＵ４０には、メモリ４２、不揮発性
メモリ４４、ＨＤＭＩ変換器４６、出力ポート４８が接続されている。出力ポート４８に
は、ＨＭＤ６が接続されている。ＨＤＭＩ変換器４６には、入力ポート４７を介して、ケ
ーブル５２が接続される。したがって、スマートフォン２からの出力画像データは、ＨＤ
ＭＩデータに変換されて取り込まれる。不揮発性メモリ４４には、変換プログラム５０が
記録されている。なお、図示しないが、駆動のためのバッテリが設けられている。
　
【００７３】
1.3連携表示処理
　この実施形態では、図５Ａに示すように、スマートフォン２を縦画面とし、タッチディ
スプレイ２２の上部領域を重複表示領域２５にしている。この重複表示領域２５は、表示
のための領域となっている。この重複表示領域２５のみを、ＨＭＤ６の表示領域７全体（
図５Ｂ）に表示するようにしている。タッチディスプレイ２２の下部領域２７は、表示お
よび操作入力を行うための領域としている。この下部領域２７は、ＨＭＤ６には表示しな
いようにしている。
【００７４】
　したがって、スマートフォン２で使用するアプリケーションは、予め定められた重複表
示領域２５にＨＭＤ６に表示すべき内容を表示し、下部領域２７にはスマートフォン２の
みに表示すべき内容を表示する。
【００７５】
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　図６に、変換装置４の変換プログラム５０のフローチャートを示す。変換装置４のＣＰ
Ｕ４０（以下、変換装置４と省略することがある）は、入力ポート４７から受けた、出力
画像データが変換されたＨＤＭＩデータを取り込む（ステップＳ１）。図７Ａに、スマー
トフォン２のタッチディスプレイ２２に表示される画像データを示す。斜線部分が、重複
表示領域２５として設定された部分である。図７Ｂに、スマートフォン２の入出力ポート
２４から出力される出力画像データがＨＤＭＩデータに変換されたものを示す。
【００７６】
　ＣＰＵ４０は、取り込んだＨＤＭＩデータを、メモリ４２（バッファ）に記録する（ス
テップＳ１）。ＣＰＵ４０は、横長のＨＤＭＩデータの中央部分３３から重複表示領域３
５を特定し、抽出する（ステップＳ２）。なお、この実施形態では、図７Ａに示すスマー
トフォン２の画像データ２３における重複表示領域２５を予め定めている。また、図７Ａ
の縦長の画像データが、図７Ｂの横長のＨＤＭＩデータに変換される時の比率も既知であ
る。したがって、ＣＰＵ４０は、図７Ｂの中央部分３３から重複表示領域３５を特定する
ことができる。
【００７７】
　ＣＰＵ４０は、このようにして抽出した重複表示領域３５のデータを、ＨＤＭＩ表示デ
ータ４１として、出力ポート４８から出力する（ステップＳ３）。
【００７８】
　以上のようにして、スマートフォン２のタッチディスプレイ２２の重複表示領域２５の
みをＨＭＤ６に表示させることができる。
【００７９】
　なお、上記では、ＣＰＵ４０によって画像データの抽出処理を行っているが、その一部
または全部をＦＰＧＡなどによって実現するようにしてもよい。
【００８０】
　以下では、一例として、スマートフォン２を持ってＨＭＤ６を装着したユーザに対し、
作業指示を行う端末プログラム５０について説明する。図８に、端末プログラム５０のフ
ローチャートを示す。
【００８１】
　スマートフォン２のＣＰＵ２０は、タッチディスプレイ２２の縦横自動切換機能をオフ
にし、縦画面モードに固定する（ステップＳ１１）。スマートフォン２には、重力加速度
を検知するセンサ（図示せず）により、スマートフォン２の姿勢を検知し、縦画面モード
と横画面モードを切り換える機能が設けられている。ここでは、この切り換え機能をオフ
にして、姿勢に拘わらず、縦画面モードとなるようにしている。縦画面モードと横画面モ
ードでは、入出力ポート２４から出力される出力画像データが異なるので、これを固定す
るためである。
【００８２】
　ＣＰＵ２０は、重複表示領域２５に製品入力欄６０、機種入力欄６２を表示し、下部領
域２７に製品入力欄６０に入力すべき製品リストを表示する（ステップＳ１２）。したが
って、ＨＭＤ６には、製品入力欄６０、機種入力欄６２が表示される。ユーザは、タッチ
ディスプレイ２２を操作し、下部領域２７から作業対象の製品を選択する（ステップＳ１
３）。
【００８３】
　作業対象の製品が選択されると、ＣＰＵ２０は、選択された製品名を製品入力欄６０に
表示し、機種入力欄６２に入力すべき機種のリストを下部領域２７に表示する（ステップ
Ｓ１４）。表示例を、図１０Ｂ示す。ユーザは、タッチディスプレイ２２を操作し、下部
領域２７から作業対象の機種を選択する（ステップＳ１５）。
【００８４】
　以上のようにして、作業対象である製品名と機種名が決定されると、ＣＰＵ２０は、当
該製品・機種について、図１０Ｃに示すような作業内容選択画面を表示する（ステップＳ
１６）。作業内容選択画面の詳細を図１１に示す。重複表示領域２５には、作業内容を選
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択するための選択領域２５８が表示されている。
【００８５】
　選択領域２５８には、決定された製品「自動車」・機種「Ｋ－１２０」についての作業
内容が表示される。中央部分には候補となる作業内容「エンジンルーム整備」が表示され
ている。この状態で、決定コマンドを入力すると、作業内容として「エンジンルーム整備
」が選択されて決定されることになる。
【００８６】
　この実施形態では、ユーザが音声にて「決定」と発話することで、これをマイク３７が
捉え、ＣＰＵ２０は音声解析（テキスト化）により、決定コマンドであることを認識する
。音声入力以外の方法、たとえば、ボタンの押下などによってコマンドを入力するように
してもよい。
【００８７】
　また、「エンジンルーム整備」以外の作業内容を選択する場合には、「上」コマンドあ
るいは「下」コマンドを音声にて入力する。たとえば、図１１の状態から「上」コマンド
を入力すると、「エンジンルーム整備」の下側に隠れていた「ブレーキ整備」が、中央部
分に位置して候補となる。「下」コマンドを入力すると、「エンジンルーム整備」の上側
に隠れていた「足回り整備」が、中央部分に位置して候補となる。
【００８８】
　この実施形態では、重複表示領域２５の可能コマンド表示領域２５６に、音声入力可能
なコマンドを文字として表示している。図１１においては、「上」「下」「決定」「カメ
ラ」「作業終了」が表示されている。すなわち、この画面においては、これらの音声コマ
ンドのみが受け付けられる。画面ごとに、受付可能な音声コマンドが用意されている。
【００８９】
　このような構成にすることで、音声にてコマンドを入力するユーザは、可能コマンド表
示領域２５６に示されたコマンドのみが受け付けられることを理解でき、正しいコマンド
を発話することができる。また、ＣＰＵ２０の側も、当該画面にて入力可能なコマンドが
絞り込まれているので、音声認識が容易となる。しかも、可能コマンド表示領域２５６は
、重複表示領域２５にあるので、ＨＭＤ６にも表示される。したがって、ユーザがこれを
容易に確認することができる。
【００９０】
　ユーザによって発話され正しく認識されたコマンドは、認識コマンド表示欄２５４に表
示される。図１１では、「決定」コマンドが認識されたことが示されている。
【００９１】
　また、重複表示領域２５には、音声波形ウインドウ２５２が設けられている。ＣＰＵ２
０は、マイク３７から拾った音声をディジタル信号にして、この音声波形ウインドウ２５
２に音声波形２５３として表示する。この際、音声認識のために必要な音声レベルを、ラ
イン２５５にて併せて表示する用にしている。正確な音声認識を行うために必要な音声レ
ベルを示すためである。したがって、ユーザは、コマンドを発話する際に、音声波形２５
３を見て、これがライン２５５を超えるように発話の大きさを調整することができる。
【００９２】
　また、発話していない時には環境ノイズ（周りの音）の大きさが波形として表示される
ことになる。この時の波形が、ライン２５５を超えているようでは、環境ノイズが大きす
ぎて正しい音声認識を行うことができない。したがって、環境ノイズがライン２５５より
十分下回るように、マイク３７の音量（ハードウエア的でもソフトウエア的でもよい）を
、ユーザが手動でもしくは自動的に調整することができる。
【００９３】
　図１１において、ＣＰＵ２０は、下部領域２７に作業内容の一覧を表示する。下部領域
２７は、重複表示領域２５よりも広いのでより多くの作業内容を示すことができる。ただ
し、下部領域２７は、スマートフォン２のみに表示される。
【００９４】
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　ユーザは、ＨＭＤ６の画面を見て、音声にて作業内容を決定する（ステップＳ１７）。
なお、ステップＳ１６、Ｓ１７における作業内容の選択は、複数回（複数階層）行うよう
にしてもよい。
【００９５】
　作業内容が選択・決定されると、ＣＰＵ２０は、決定された作業内容の工程一覧を下部
領域２７に表示し、重複表示領域２５には作業指示「☆☆の確認をして下さい」とともに
、作業対象部分について予め用意してある写真２５９を示す作業指示画面を表示する（ス
テップＳ１８）。さらに、ＣＰＵ２０は、指示内容をスピーカ３９から音声として出力す
る。図１２に、作業指示画面を示す。
【００９６】
　ユーザは、この作業指示を受けて、作業箇所や作業内容を示す写真２５９を参考にしな
がら作業を行う。この写真は、ＨＭＤ６に表示される。写真２５９の下には、この作業内
容における工程番号２５７が示され、現在の工程番号のみが大きく表示される。図１２に
おいては、工程番号「１」～「５」が示される中、「１」のみが大きく示されており、現
在の工程が「１」であることが示されている。
【００９７】
　また、右下には、タクトタイム２６１が表示されている。タクトタイムは、当該工程の
処理時間である。分母が予め設定されたタクトタイムであり、分子が現在までに要してい
る時間である。図では、３／１１が表示されていて、１１秒で完了が予定されているこの
工程が、開始から３秒経過していることが示されている。
【００９８】
　工程での指示内容を完了するとユーザは、音声にてコマンドを入力する。ここでは、確
認の工程であるから、確認の結果がＯＫであれば「ヨシ」、ＮＧであれば「問題あり」な
どと音声コマンドを入力する（ステップＳ１９）。図１２の例であれば、「ヨシ」が入力
されている。
【００９９】
　ＣＰＵ２０は、この入力された結果を工程に対応づけて記録する。また、タクトタイム
も記録する。ＣＰＵ２０は、選択された作業中に、未処理の工程があるかどうかを判断す
る（ステップＳ２０）。未処理工程があれば、次の工程に進み、ステップＳ１８以下を繰
り返す（ステップＳ２１）。
【０１００】
　図１３に、次の工程の画面を示す。工程番号「２」が大きく表示される。また、下部領
域において、作業の終了した工程にチェックマークが表示されている。他は、図１２の画
面と同様である。
【０１０１】
　このような作業中において、ユーザは、ＨＭＤ６の画面を見ながら、音声にて操作を行
うことができる。したがって、ハンズフリーの状態で、作業に集中することができる。
【０１０２】
　工程番号「５」まで終了すると、ＣＰＵ２０は、ステップＳ１６に戻り他の作業を選択
する（ステップＳ１６、Ｓ１７）。
【０１０３】
　以上のようにして、スマートフォン２とＨＭＤ６を使用し、作業の支援を行うことがで
きる。
【０１０４】
　なお、ＣＰＵ２０は、作業の結果（各工程がＯＫであるかＮＧであるか、タクトタイム
など）を不揮発性メモリ２８に記録する。
　
【０１０５】
1.4その他
(1)上記実施形態では、スマートフォン２に記録された端末プログラム３２によって処理
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を行うようにしている。しかし、サーバ装置（図示せず）にプログラムを記録しておき、
スマートフォン２からインターネットを介して、これを使用するようにしてもよい。この
場合、サーバ装置に情報が集約されるので、複数人で作業を行う際に、それぞれがスマー
トフォン２を持っていれば、どの作業を他人が行っているかを把握することができる。
【０１０６】
　この場合の画面例を、図１４に示す。下部領域２７や選択領域２５８の作業名の頭に、
チェックマークが入っているものが終了した作業（他のユーザが完了させた作業も含む）
であり、黒点が入っているものが他のユーザが作業中のものである。
【０１０７】
(2)上記実施形態では、作業の支援のために用いた例を示した。しかし、これは一例であ
り、スマートフォン２の重複表示領域２５の表示内容をＨＭＤ６に表示させて使用する場
合、全般に適用することができる。例えば、下部領域２７は操作を行うための領域として
、重複表示領域２５は処理結果などを表示するための領域として使用することができる。
【０１０８】
(3)上記実施形態では、スマートフォン２を用いているが、タブレットを用いるようにし
てもよい。
【０１０９】
(4)上記実施形態では、スマートフォン２の画面を縦長に固定するようにしている。しか
し、図１５Ａに示すように、スマートフォン２の画面を横長に固定し、その一部（右上、
左上、右下、左下または真ん中など）を、ＨＭＤ６との重複表示領域２５としてもよい。
図では、スマートフォン２の画面の左上の領域を重複表示領域２５とし、ＨＭＤ６の表示
領域７に表示するようにしている。その他領域２７は、上記実施形態の下部領域２７に対
応する。
【０１１０】
　この場合、スマートフォン２の出力画像データは、図１５Ａと同じようになる。したが
って、変換器４は予め定められた領域２５を切り出して、ＨＤＭＩ表示データを生成する
。
【０１１１】
　また、縦横切り換え機能をオフにせず、縦画面の時は図７のように、横画面の時は図１
５のように変換して出力するよいにしてもよい。この場合、スマートフォン２の出力ポー
ト２４から、現在のモード（縦モードか横モード）情報を出力するようにし、変換器４が
これを受けて、現在モードを知ることができるようにすればよい。
【０１１２】
(5)上記実施形態では、変換器４にＨＤＭＩ変換器４６を備えている。しかし、スマート
フォン２の出力ポートからの出力画像データをＨＤＭＩ変換器（図示せず）を介して、変
換器４に取り込むようにしてもよい。この場合、変換器４には、ＨＤＭＩ変換器は不要で
ある。
【０１１３】
(6)上記実施形態では、重複表示領域２５よりも、その他領域２７の方が広くなるように
構成している。しかし、重複表示領域２５の方が広くなるように設定してもよい。
【０１１４】
(7)上記実施形態では、変換器４によって、重複表示領域２５の切り出しを行っている。
しかし、スマートフォン２に記録したアプリケーションによってこれを行うようにしても
よい。この場合、出力ポート２４から重複表示領域２５のみを切り出した出力画像データ
を出力し、ＨＤＭＩ変換器を介して、ＨＭＤ６に与えるようにすればよい。
【０１１５】
(8)上記実施形態では、ＨＭＤ６には、重複表示領域２５のみを表示するようにしている
。しかし、重複表示領域２５だけでなくその他領域２７（下部領域２７）も含めて表示す
るようにしてもよい。画面を有さないパソコンなどを接続する場合には、このような表示
方法が好ましい。



(19) JP 2019-36914 A 2019.3.7

10

20

30

40

50

【０１１６】
(9)上記実施形態では、変換器４は、ケーブル５２、５４にて、スマートフォン２、ＨＭ
Ｄ６と接続されている。しかし、ブルーツースなどの無線通信によって接続するようにし
てもよい。
【０１１７】
(10)上記実施形態では、ＨＤＭＩデータを例として示したが、他の画像方式にも適用する
ことができる。
【０１１８】
(11)上記実施形態では、スマートフォン２の画面の一部をＨＭＤ６に表示するようにして
いる。しかし、本来スマートフォン２に表示されるべき画面の一部または全部をＨＭＤ６
のみに表示し、スマートフォン２のタッチディスプレイ２２をタッチパッドのように用い
るようにしてもよい。すなわち、ＨＭＤ６に表示されたカーソルを、タッチディスプレイ
２２での指（スタイラスペンでもよい）などの操作によって移動・操作させるようにして
もよい。
【０１１９】
(12)上記実施形態の内容およびその他の例は、その本質に反しない限り、他の実施形態と
組み合わせて実施可能である。
　
【０１２０】
２．第２の実施形態
2.1全体構成
　第１の実施形態では、スマートフォン２の入出力ポート２４からどのような出力画像デ
ータが出力されるかが、予め分かっている場合について説明した。しかし、同じ縦画面（
横画面）モードであっても、スマートフォン２の機種などにより、出力画像データが異な
る場合がある。この場合には、機種により、ＨＭＤ６に重複表示領域２５が正しく表示さ
れないこととなる。そこで、この実施形態では、端末プログラム３２の起動時に初期設定
を行って、上記のような機種の違いによる出力画像データの違いがあっても、正しく表示
連携が行われるようにしている。
【０１２１】
　図１６に、この発明の一実施形態による連携表示システムの機能ブロック図を示す。携
帯端末装置であるスマートフォン２は、タッチ入力可能なタッチディスプレイ２２を備え
ている。スマートフォン２は、重力の方向を検知する加速度センサ（図示せず）を備えて
おり、画面の向きに応じて、縦長の画像データと横長の画像データを切り替えて表示する
。
【０１２２】
　初期画像出力手段２０２は、現在の画像の向きに応じて、重複表示領域２５を特定でき
るようにした初期画像をタッチディスプレイ２２に表示する。たとえば、縦長画像のモー
ドの場合、図１６に示すように、重複表示領域２５をグレーにして外枠を太線で囲い、下
部領域２７を白にした初期画像２３を表示する。これにより、出力部２４からは、たとえ
ば、図に示すような出力画像データ３１が出力される。
【０１２３】
　画像方向固定手段２１は、上記初期画像を出力した時のモードにて、画像方向を固定す
る。
【０１２４】
　変換装置４の変換手順確立手段４０２は、出力画像データ３１を受けて、その中から、
太線で囲われたグレーの重複表示領域３５を認識する。たとえば、出力画像データ３１の
左上を始点(0,0)として、重複表示領域３５の左上の座標(X1,Y1)と、右下の座標(X2,Y2)
を特定する。ここでは、１つの画素を座標の１単位とするようにしている。さらに、変換
手順確立手段４０２は、重複表示領域３５を切り出すための情報として、左上の座標(X1,
Y1)と、右下の座標(X2,Y2)を記録する。以上のようにして、初期設定が終了する。



(20) JP 2019-36914 A 2019.3.7

10

20

30

40

50

【０１２５】
　変換装置４は、初期設定が終了したことをスマートフォン２に送信する。スマートフォ
ン２は、端末プログラム３２による処理を実行する。以降の処理は、第１の実施形態と同
様である。
【０１２６】
　この実施形態によれば、機種による出力画像データ３１の形態に応じて、自動的に変換
手順を確立し、適切な表示連携を実現することができる。
　
【０１２７】
2.2システム構成・ハードウエア構成
　システムの構成は、図２に示すものと同様である。スマートフォン２のハードウエア構
成は、図３に示すものと同様である。なお、不揮発性メモリ２８には、マイク３７から入
力された音声をテキストとして認識して指示命令を特定する音声認識プログラムが記録さ
れている。変換装置４のハードウエア構成は、図４に示すものと同様である。
　
【０１２８】
2.3初期設定処理
　この実施形態では、端末プログラム３２が起動した時に、初期設定処理を行うようにし
ている。この初期設定処理は、端末プログラム３２の一部としてもよいし、端末プログラ
ム３２とは別に設けてもよい。
【０１２９】
　図１７に、端末プログラム３２および変換プログラム５０の初期設定時のフローチャー
トを示す。スマートフォン２のＣＰＵ２０（以下、スマートフォン２と省略することあり
）は、まず、縦横自動切換機能をオフにし、現在の画面モードに固定する（ステップＳ３
１）。現在の画面モードが、縦画面モードであれば縦画面モードに、横画面モードであれ
ば横画面モードに固定する。
【０１３０】
　次に、スマートフォン２は、初期画像を生成し、タッチディスプレイ２２に表示する（
ステップＳ３２）。図１８Ａに、タッチディスプレイ２２に表示された初期画像２３の例
を示す。初期画像２３は、重複表示領域２５と下部領域２７で構成されている。下部領域
２７は白色であり、重複表示領域２５はグレーである。重複表示領域２５には、左上から
右下に領域ライン２５１が描画されている。
【０１３１】
　スマートフォン２の入出力ポート２４に出力される出力画像データ３１は、機種によっ
て異なってくる。たとえば、図１８Ｂのように、中央領域３３の両端に空白領域が設けら
れて、全体として横長の画像にして出力されたり、図１８Ｃのように、初期画像２３がそ
のまま縦長の画像として出力されたりする。
【０１３２】
　この実施形態では、出力画像データ３１の形態がどのようなものであっても、ＨＭＤ６
との表示連携を正しく行うことができるようにしている。変換装置４のＣＰＵ４０（以下
変換装置４と省略することがある）は、初期画面の出力画像データ３１を受信したかどう
かを判断する（ステップＳ４１）。出力画像データ３１を受信すると、変換装置４は、出
力画像データ３１から、重複表示領域３５を認識する（ステップＳ４２）。
【０１３３】
　ここでは、グレーの領域を見いだし、その中に描かれている領域ライン２５１の左上端
、右下端の座標を取得する。座標は、出力画像データ３１の左上を(0,0)として、１画素
を１座標要素として算出する。たとえば、出力画像データ３１が図１８Ｂに示すように横
長であり、１９２０画素×１０８０画素であるとすれば、右下の座標は(1080,1920)とな
る。したがって、図１８Ｂの場合であれば、左上端(0,640)と右下端(160,1280)が、重複
表示領域３５の位置として抽出される。図１８Ｃの場合（出力画像データ３１の右下座標
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が(1920,1080)）であれば、左上端(0,0)と右下端(640,1080)が、重複表示領域３５の位置
として抽出される。
【０１３４】
　このように、図１８Ｃの場合も、図１８Ｃの場合も、領域ライン２５１の左上端、右下
端によって、重複表示領域３５の位置を確認することができる。
【０１３５】
　なお、上記では重複表示領域３５の位置を１画素を一単位とする座標にて表している。
しかし、出力画像データ３１の右下端を(100,100)として、正規化された重複表示領域３
５の座標として表すようにしてもよい。
【０１３６】
　変換装置４は、上記にて抽出した重複表示領域３５の座標（左上端、右下端）を不揮発
性メモリ４４に記録する（ステップＳ４３）。したがって、以降は、この座標に基づいて
、重複表示領域３５を切り出して、ＨＭＤ表示データ４１を生成する。
【０１３７】
　変換装置４は、以上の初期設定が終了すると、ケーブル５２を介してその旨をスマート
フォン２に送信する（ステップＳ４４）。スマートフォン２は、これを受けて、以下の処
理（たとえば、図８の処理（ステップＳ１１は除く））を実行する。
　
【０１３８】
2.4その他
(1)上記実施形態では、機種の違いによる重複表示領域３５の切り出し位置の違いに対し
て自動的に対応するシステムとして説明した。しかし、同一機種（同一スマートフォン）
において、縦画面と横画面による重複表示領域３５の切り出し位置の違いに対して自動的
に対応するシステムとして用いることもできる。
【０１３９】
(2)上記実施形態では、領域ライン２５を用いて重複表示領域３５を認識するようにして
いる。しかし、その他、特別なマーク、枠などによって、重複表示領域３５を認識するよ
うにしてもよい。
【０１４０】
(3)上記実施形態では、初期画像を出力した際の画面モードに固定するようにしている。
しかし、現在の画面の向きに拘わらず、縦画面モードまたは横画面モードに固定するよう
にしてもよい。
【０１４１】
　また、画面モードを固定せず（縦横自動切換機能をオフにせず）、画面の向きに応じて
縦画像モードと横画像モードを切り換えるようにしてもよい。この場合、画像モードが切
り替わるごとに、初期設定処理を行う。
【０１４２】
(4)上記実施形態では、スマートフォン２から重複表示領域を区別可能な初期画面を出力
し、これに基づいて、重複表示領域の座標を確定し、抽出を行うようにしている。しかし
、スマートフォン２の機種とＨＭＤ６の機種をユーザが入力し（スマートフォン２から入
力して変換装置４に送る）、その組合せによって、重複表示領域の座標位置を示すテーブ
ルを用意しておき、これに基づいて重複表示領域を切り出すようにしてもよい。この場合
、縦画面と横画面によって切り出し位置が変わるので、画面モードをいずれか一方に固定
することが好ましい。なお、スマートフォン２、ＨＭＤ６の機種は、変換装置４が自動的
に取得するようにしてもよい。
【０１４３】
　また、縦画面と横画面における重複表示領域の座標位置をテーブルに記録しておき、縦
画面か横画面かをスマートフォン２から取得して、重複表示領域を切り出すようにしても
よい。
【０１４４】
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　さらに、スマートフォン２またはＨＭＤ６のいずれか一方の機種が固定されているよう
であれば、他方の機種に基づいて重複表示領域の座標位置をテーブルに記録しておいても
よい。
【０１４５】
(5)上記実施形態では、ステップＳ４４において、変換装置４から初期設定終了を送信し
、これを受けたスマートフォン２が次の処理に進むようにしている。しかし、変換装置４
から初期設定終了を送信せず、スマートフォン２の側で初期画像出力から所定時間経過後
に初期設定が終了したものとして、次の処理に進むようにしてもよい。
【０１４６】
(6)上記実施形態では、変換器４によって変換手順の確立および変換処理を行うようにし
ている。しかし、これら処理をスマートフォン２において行うようにしてもよい。
【０１４７】
(7)上記実施形態の内容およびその他の例は、その本質に反しない限り、他の実施形態と
組み合わせて実施可能である。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】



(28) JP 2019-36914 A 2019.3.7

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｇ０９Ｆ   9/00     (2006.01)           Ｇ０９Ｇ    5/00     ５１０Ｖ        　　　　　
   Ｈ０４Ｍ   1/00     (2006.01)           Ｇ０９Ｇ    5/00     ５５０Ｃ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ    5/38     　　　Ａ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ    5/36     ５２０Ｋ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｆ    9/00     ３６６Ａ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｆ    9/00     ３５９　        　　　　　
   　　　　                                Ｈ０４Ｍ    1/00     　　　Ｕ        　　　　　

Ｆターム(参考) 5C182 AB08  AB33  AC02  AC03  AC39  BA01  BA03  BA06  BA29  BA35 
　　　　 　　        BA65  BB02  BC22  BC25  CA21  CB33  CB42  CB44  CB54  CC21 
　　　　 　　  5G435 AA01  BB12  BB19 
　　　　 　　  5K127 BA03  BB14  BB24  BB34  CA08  CB12  CB13  CB16  DA07  GA14 
　　　　 　　        GA29  HA08 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

